
【
S
T
E
P
１
】

連
結
財
務
諸
表
固
有
の
一
時
差
異
の
集
計

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 第36回 「連結財務諸表における税効果会計（回収指針対応版）」
（ ※ 連結財務諸表における税効果会計に関する全ての論点を取り扱っているわけではありません。）

連結財務諸表固有の一時差異
はない。

（１）連結上の会計
方針の変更の統一
により一時差異が

生じているか。

YES

NO

（３）成果連結により生じる
一時差異

（２）資本連結により生じる
一時差異

YES

YES

（１）連結上の会計方針の統一
に

より生じる一時差異

連結財務諸表固有の一時差異

（２）資本連結により
一時差異が生じて

いるか。

NO

（３）成果連結により一
時差異が生じている

か。

NO
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【未実現損益の消去以外の一時差異】
（１）法定実効税率の算定

改正税法が当該決算日までに国会等で成立している場合、改正

後の法定実効税率を適用する。

未実現損益の消
去に係る一時差

異か？

NO

【未実現損益の消去に係る一時差異】
（２）法定実効税率の算定

売却年度に適用された法定実効税率を用いる。連結決算日に

税率が改正されていても、改正後の税率を用いない。

YES

回収可能性考慮前・繰延税金資産の算定

【STEP１】で集計した将来減算一時差異 × 法定実効税率

繰延税金負債の算定

【STEP１】で集計した将来加算一時差異 × 法定実効税率
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（１）②回収可能性の検討

（１）③支払可能性の検討

（ⅰ）一時差異等の解消のスケジューリング

（ⅱ）将来減算一時差異と将来加算一時差異の解消年度ごとの相殺

（ⅲ）将来減算一時差異と繰戻・繰越期間内の将来加算一時差異との相殺

（ⅳ）将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額の算定

（ⅴ）将来減算一時差異と一時差異等加減算前課税所得の解消年度ごとの相殺

（ⅵ）将来減算一時差異と繰戻・繰越期間内の一時差異等加減算前課税所得と
の相殺

（ⅶ）回収可能性のある繰延税金資産及び
回収可能性のない繰延税金資産（評価性引当額）の算定

未実現損益に係る
一時差異に該当す

るか。

NO

※
YES

（１）①企業の分類の決定

（１）②分類５ （１）②分類４

（１）②分類３又は分類
４の要件に該当するが、
分類３して取り扱う場
合

（１）②分類２又は分類
４の要件に該当するが、
分類２として取り扱う場
合

（１）②分類１
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（１）繰延税金資産及び繰延税金負債（その他有価証券評価差額金等の直接純資産の部に計上され、
課税所得の計算に含まれないものに係る税効果を除く）の計上

【会計処理】 （借方）繰延税金資産 ××× （貸方）法人税等調整額 ×××
（借方）法人税等調整額 ××× （貸方）繰延税金負債 ×××

（２）直接純資産の部に計上され、課税所得の計算に含まれないものに係る税効果
－ その他有価証券評価差額金の場合 －

【会計処理（時価＞取得価額の場合）】 （借方）投資有価証券 ××× （貸方）その他有価証券評価差額金 ×××
繰延税金負債 ×××

（３）同一納税主体ごとに繰延税金資産と繰延税金負債の相殺

※

（２）未実現利益
に係る一時差異

か。

（２）①売却元の売却年度における課税所得額を限度として
繰延税金資産を計上

（２）②売却元の当該未実現損失に係る損金を計上する前の
課税所得額を限度として繰延税金負債を計上

YES（未実現利益の
消去に係る一時差異
に該当）

NO（未実現損失の消去に係る一時差異に該当）


